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障害者福祉施設等 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  障害者支援施設※         身体障害者福祉センター 

  生活介護             地域活動支援センター 

  自立訓練             福祉ホーム 

  就労移行支援            

  就労継続支援 

 

生活保護 
生活保護 

or 

以外 

救護施設 

更生施設 
一時的 

or 

継続的 

短期入所事業を行う施設※ 

共同生活援助事業を行う施設※ 
以外 

グループホーム 

一時的 

継続的 

大人 

Start 

子供 

子供＝児童（満１８歳に満たない者） 

 乳児：満 1 歳に満たない者 

 幼児：満 1 歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 

 少年：小学校就学の始期から、満１８歳に達するまでの者 

障害児入所施設 

児童発達支援センター 

情緒障害児短期治療施設 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

 

入所 

通所 

   については、（６）項口 

※ 避難が困難な障害者等を主として入所させる施設は、（６）項ロ 

それ以外の施設は、（６）項ハ 

大人 

or 

子供 

施設 

入所 

or 

通所 
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グループホーム  

or 

施設 


